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第 3 号 議 題  「 地 方 本 部 ⾧ 選 挙 」 に か か る 規 則 改 正 の 件  回 答  

 

■ 回 答 要 求 対 象 者 ：  

・ 提 案 者  

・ 理 事 者 側  

 

■準備書面 43P JI1RKA 板橋 直樹 

 

4:第 3 号議案 「地方本部⾧選挙制度」設置について 
4-1:地方本部⾧欠員時の選挙について  

当連盟の 地方本部⾧が何ら かの理由で欠員と なった場合、現行 規約では「理事で

はない地 方本部⾧(所謂「但し書き地 方本部⾧」)」を 充てる、となっており、今回

提出され ている当案も同様 になっているが、 本来であれば補欠 選挙が行われるべ

きである 、と考える。 

残任期が 2～3 箇月なら まだしも、半 年～1 年以 上ある場合は選挙 を行い、各エリ

アを統括 する代表者として 地方本部⾧の補欠 選挙を行う必要が あるのではないか 。 

提出者並 びに執行部の見解 如何。 
（ → 提 案 社 員 、 理 事 者 側 ）  

 

＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 選 挙 実 施 に つ い て は 、 相 応 の 費 用 や 期 間 を 要 す る こ と も

あ り 、 当 該 地 方 本 部 業 務 の 運 営 状 況 や 任 期 の 残 存 期 間 等 を 勘 案 し 、 当 該 地 方 本 部

の 支 部 ⾧ の 意 見 等 を も と に 適 切 に 判 断 が な さ れ る と 考 え ま す 。  

 

＜ 起 案 者  7K1BIB 山 内 回 答 ＞ ご 提 案 の 制 度 設 計 も あ り う る と 思 い ま す が 、 今 回

の 改 正 案 は シ ン プ ル に し ま し た 。 ご 理 解 賜 れ ば 幸 い で す 。  

 

4-2:(4-1 関連)理事欠員時の理事信任投票について  

当連盟の 地方理事たる地方 本部⾧が欠員とな った際、「理事で はない地方本部⾧

(所謂「 但 し書 き地 方 本部 ⾧」)」と なっ て いる が、 任 命さ れた 直近 の社 員 総会 で

「理事と しての信任投票」 を行うべきである 。 

本来であ れば、各地域の会 員の声を生かし、 執行部の一員とし て組織運営に当た

る地方理 事が欠員となって いる状況は好まし いとは言えず、地 方本部⾧の補欠選

挙を行っ た場合、社員総会 での「理事として の信任投票」も併 せて行うべきであ

る。 

提出者並 びに執行部の見解 如何。  

（ → 提 案 社 員 、 理 事 者 側 ）  
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＜ 髙 尾 前 会 ⾧ 予 定 原 稿 ＞ 理 事 は 、 選 挙 に よ り 選 出 さ れ た 、 あ る い は 理 事 会 の 推 薦

を 経 た 「 理 事 の 候 補 者 」 が 、 社 員 総 会 の 決 議 に よ り 選 ば れ こ と と な っ て お り 、 こ

う し た 手 続 き が 妥 当 か と 考 え ま す 。  
 

＜ 起 案 者  7K1BIB 山 内 回 答 ＞ こ の 点 に つ い て も 、 ご 提 案 の 制 度 設 計 も あ り う る

と 思 い ま す が 、 今 回 の 改 正 案 は シ ン プ ル に し ま し た 。 ご 理 解 賜 れ ば 幸 い で す 。  

 


